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1 　認定申請日時点で常時雇用する労働者は、300人以下である。 はい　・　いいえ

2
　認定申請日時点で募集している青少年を対象とした求人は、正社員（短時間正社員）求人（正社員雇用を前
提としたトライアル雇用等も含む）であり、派遣業務（無期雇用派遣含む）に従事するものではない。

はい　・　いいえ

3

　認定申請日時点で募集している青少年を対象とした求人は次の①又は②のいずれかに該当する。

　①学校卒業見込者等であることを条件とした求人・募集である（卒業後少なくとも3年以内の既卒者の応募も
可能である）。

　②35歳未満の者を対象とし、かつ職務経験を条件としていない求人・募集である。

はい　・　いいえ

4 　青少年の正社員としての採用及び人材育成に積極的に取り組んでいる。 はい　・　いいえ

5
　直近の3事業年度において採用した新規学校卒業者等のうち、離職した数の割合が20％以下(直近3事業年
度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者が1人以下）、又は直近3事業年度において採用実績が無い。

はい　・　いいえ

6

　人材育成方針及び教育訓練計画を策定している。

※方針及び計画については、「人材育成方針・教育訓練計画報告書」又は「職業能力開発促進法第11条に基
づく事業内職業能力開発計画」の作成が必要です。

はい　・　いいえ

7

　申請前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間
以上の正社員が１人もいないこと。
　
【計算方法】
・月平均所定外労働時間・・・前事業年度の正社員の所定外労働時間の合計÷前事業年度の各月1日に在籍
している正社員の延べ人数

はい　・　いいえ

8

　申請前事業年度の正社員の有給休暇取得率が70％以上、又は正社員の有給休暇の平均取得日数が10日
以上である。（有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与す
る、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算可）

【取得率の計算方法】
有給休暇取得日数÷有給休暇付与日数（前々事業年度からの繰り越し日数は含まない）

はい　・　いいえ

9

　直近３事業年度において次の①又は②のいずれかに該当する。

①男性労働者のうち育児休業等を取得した者が1人以上、又は女性労働者の育児休業等の取得率が75％以
上である。
※直近3事業年度以内において、出産した女性労働者及び配偶者が出産した男性労働者のいずれもいない場
合は、就業規則又は労働協約において育児休業等に関する制度が整備されている。

②次世代育成支援対策推進法第13条又は第15条の４に規定する認定（くるみん認定またはプラチナくるみん
認定）を受けた事業年度を含めて3年度以内である。

はい　・　いいえ

10

　以下の項目を自社ホームページ等で公表している、又は厚生労働省の若者雇用促進総合サイトでの公表を
予定している。（⑬を除き正社員に係るものに限る）

①直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数
②直近3事業年度の新卒者などの男女別採用者数
③直近3事業年度の35歳未満の採用者数（入社日時点で35歳未満の者）及び離職者数（①の者を除く）
④平均継続勤務年数
⑤従業員の平均年齢
⑥研修の内容
⑦自己啓発支援の有無及びその内容
⑧メンター制の有無
⑨キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
⑩社内検定等の制度の有無及びその内容
⑪申請前事業年度の月平均所定外労働時間
⑫申請前事業年度の有給休暇の平均取得日数
⑬申請前事業年度の育児休業の取得対象者数・取得者数（男女別）
⑭役員及び管理的地位ある者に占める女性の割合

はい　・　いいえ

11 　過去に認定を取り消されたことはない、又は認定を取り消された日から3年以上経過している。 はい　・　いいえ

12
　認定申請日の前日から過去3年間において新規学卒者の採用内定取消又は撤回（本人の責めに帰すべき理
由によるものを除く）を行っていない。

はい　・　いいえ

（裏面へ続く）
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13 　認定申請日の前日から過去1年間に事業主都合による解雇・退職勧奨を行っていない。 はい　・　いいえ

14 　暴力団関係事業主ではない。 はい　・　いいえ

15 　風俗営業等関係事業主ではない。 はい　・　いいえ

16 　認定申請日時点で雇用関係助成金の不支給措置を受けていない。 はい　・　いいえ

17 　重大な労働関係法令違反を行っていない。 はい　・　いいえ

上記１～１７のすべてが　「はい」　　→

※添付書類の詳細は「認定申請様式の添付書類・留意事項等」を参照ください

A

B

C

D

E

F

G 　１０の項目をHP等で公表している場合は、当該個所の写し

　　　　　ユースエール認定企業セルフチェックシート（裏面）

　「人材育成方針・教育訓練計画報告書」に代えて「職業能力開発促進法第11条に基づく事業内職業能力開発計画」を作成している場
合は、その写し

　正社員の賃金台帳又はタイムカード等週労働時間が確認できる書面の写し

　出勤簿等の写し

　９①で、育児休業対象者がいない場合は、就業規則または労働協約の写し

　９②に該当する場合（くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けている場合）、基準適合事業主認定通知書の写し

　一つでも　「いいえ」　がある　　　　→

Ⅱ　添付書類として次のものをご用意ください

　青少年を対象とした正社員求人又は募集が確認できる書面の写し（HPや求人票等）

認定申請が可能です。

申請書類、添付書類を福島労働局（本社管轄労働局）へご提出ください。

（提出はハローワークを経由して行うこともできます）

福島労働局にて審査を行い認定、不認定を決定いたします。

認定はできません。

労務管理等でお困りのことがありましたら、最寄りのハローワークに

ご相談ください。

お問合せ先（受付時間8：30～17：15 ※土日祝日・年末年始を除く）

福島労働局職業安定課若年者雇用対策係 電話024-529-5396

福島労働局・ハローワーク


